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「子ども手当法案」参院本会議で可決、成立 
 

 
3 月 26 日参院本会議で、子ども手当を平成 22

年度に支給するための「平成 22 年度における子

ども手当の支給に関する法律案」が、民主・社

民・国民新党の与党 3 党と公明、共産両党など

の賛成多数で可決、成立しました。 
2010 年度の子ども手当は、中学校修了までの

子ども 1 人につき月額 13,000 円を、子どもの保

護者に所得制限を設けずに支給されます。これ

までの児童手当は、子ども 1 人につき、0～3 歳

未満は 10,000 円、3 歳～小学校修了までの第 1

子と第 2 子は 5,000 円、第 3 子以降は 10,000 円

で、所得制限がありました。 
支払日は 2010 年 6 月、10 月、2011 年 2 月、

6 月の 4 回で、支給等の事務は市町村が行いま

す。現在児童手当を受給している場合は、自動

的に子ども手当に継続されます。所得制限によ

り児童手当を受給していない場合は、新たに市

区町村に「子ども手当認定請求書」提出が必要

になります。該当する世帯には 4 月以降に「子

ども手当認定請求書」が送付される予定です。 
 
 

＜子ども手当支給スケジュール＞ 

 
2010 年４月 市区町村が子ども手当認定請求書送付開始 

６月 第 1 回目の支給 

４、5 月分の計 26,000 円（13,000×2）支給 

10 月 2 回目の支給 

6～9 月分の計 52,000 円（13,000×4）支給 

2011 年２月 3 回目の支給 

10～1 月分の計 52,000 円(13,000×4)支給 

６月 4 回目の支給 

２、3 月分の計 26,000 円（13,000×2）支給 
支給額は子ども 1 人あたりの額 
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